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1０７ 

曰本企業の海外現地法人の管理

一現地会計担当者と移転価格の問題一

佐藤康男

それに対して30社から回鱒が得られたので，その

内容を本稿で示すのが第１の目的である。

もうひとつの内容は国際移転価格に関する'111題

である。前稿でとりあげた本社共通費の配賦問題

は移転価格税制と密接に関連しているので，それ

についても追加質問した。しかし，これは非常に

デリケートな問題を含んで入るので，あまり多く

の企業から回蓉を得ることはできなかった。

本稿でとＩ)あげるもうひとつの移転IlH格の問題

は，岐近アメリカのＩＲＳが提案したＭ|垂|歳入

法第482条の規則案」に関するものである。これ

は現行の移転価格税iillをかなり大幅に修正するも

のであり，その内容にはいくつかの問題を含んで

いるばかりでなく，将来において日米摩擦を生み

出す重大な要素をもっている。これは管理会計の

領域ではないが，重大でかつコンテンポラリーな

問題であるので，その内容に対して管理会計的な

視点から考察が加えられている。

本稿は以上のような二つの内容を含んでいるが，

岐近の日米企業間にはさまざまな問題が発生して

いる。たとえば，特許縦をめぐる訴訟はその代表

的なものであるし，また自動車メーカーのローカ

ルコンテント（現地調達率）にともなう米税関当

局による追徴課税の決定は新たな日本車規iillの火

種となりかねない要索となっている１２！。

はじめに

［1本企業は1980年代の後半から米国，欧州，ア

ジアの三地域に現地法人の設立を増大させてきた。

このような現地法人の増大は，会計の領域にもさ

まざまな問題を投げかけているが，筆者はこれま

でこれに関する論文をいくつか発表してきた《'１。

しかし，海外現地法人の会計問題，とくにこれま

でとりあげてきた会計管理あるいは管理会計の領

域，そして移転価格のlMI題はごく最近になって注

目をあびるようになってきたものであり，その研

究はまだ始まったばかりである。

本稿はこれまで発表してきた論文の補論という

性格をもつものであI)，つぎの二つの内容を含ん

でいる。ひとつは海外現地法人の会計担当者およ

び現地法人で行なわれている基本的な会計手法に

関するものである。今日ではいくぶん下火になっ

たとはいえ，日本企業の海外現地法人が増大する

につれて，この数年間いわゆる日本的経営の現地

移転に関する論議が鵬んになされてきたのは周知

の通りである。

｜両１じょうな問題は会計においても考えられる。

財務会計は現地の会計規則にもとづいて行なわれ

るが，管理会計は日本の親会社がマジョリティを

もっている場合，そのシステムを現地法人に移転

することが可能である。これまで発表した現地法

人の会計管理に関するアンケート調査は，まさに

日本の管理会計システムが現地法人を管理するた

めに，どのように使用されているかを明らかにす

るのが目的であった。つまり，日本的管理会計シ

ステムの現地への適用がどのようになされている

かを調査することであった。

しかし，その結果を分析するにあたって，いく

つかの基本的な問題が浮びあがってきたので，そ

れをアンケートの回騨企業に対して追加質問した。

（１）佐藤康男「海外現地法人の会計答理一フィー

ルド・リサーチー」経営志林．第28号輔３号

（1991年10月）－「海外現地法人の符理会iif-

業絨評価と移転価格一」経営志林，第28巻第４

号（1992年１月）

（２）米ハネウェル社とＨ本のカメラメーカーのミ

ノルタカメラの特許縦をめぐる裁判は，11k近の日

米１１Mの貿易摩擦の裏返しの典型ともいえるもので

ある。ミノルタカメラは米ハネウェル社に対して
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165億|リを支払うことで和解したが－これによっ

て同社は92年３月期は赤字決算を余儀なくされた~

他の日本のカメラメーカーも１面１じょうに提訴され

ているので，その影響は非常に大きい。しかも，

この裁判では聯iii:の侵害についての技術的な論議

から出た結果ではなく，アメリカ特有の「陪瀞蚊

判制度」によるものだけに日本企業には割り切れ

ない不信感が残ったことは否めない。

もうひとつの'111題は本田技研のカナダにある現

地法人に対する米税関当局の辿微課税2,200万ドル

の支払命令である。これは米川〔111]ＩＩＴ易協定が発

効した1989年以降に生産されたカナダにある本１１１

の乗用車が，現地調達率が50％以下であるために

とられた処置である。

しかし，米国とカナダの政府』,L雌に差異があり，

エンジンの内作ljll工を米国政府は鵬準に入れない

など，一方的に雌雄を決定して過去にさかのぼっ

て適用することにアンフェアな面がある。これは，

まさに原価計鰍の１１１１題でもある。

さらに，岐近のショッキングな話題として「米

独禁法の域外適用」の方針がある。これはまさに

|到家主権にかかわるものであり，、匠|の輸出肴が

利益をあげることができないならば，それをm;li2

している他国の業者を訴えることができるという

国際法上きわめて'１１１題のあるものである。これは

日本を標的にしているものといわれるが，日本の

公正取引委員会が認めていても米国政府が自国の

独禁法によって提訴できることになり，独立国家

の主権を侵すことになるのではないだろうか。［１

本企業の海外進出は貿易摩擦を回避するのもひと

つの目的であったが，それによって新たな問題を

生み出しているのは皮肉である・

しかしながら，この調査の結果は現地人が経理

責任者をおよそ半分を占めているのであるから，

これまでの一般的な見方を捜していることになる。

もちろん，これは現地法人の営業年数，あるいは

地域によっても異なるであろう。すなわち，現地

法人の設立後の年数が長ければ，マネージャーや

経理責任者に現地人を登用するケースは多くなる

であろうし，逆に設立当初は日本の親会社から派

造するのが一般的であろう。

現地法人の規模が大きくなれば，当然に現地人

の会計担当者によって会計事務はなされることに

なる。そして，会計担当者の採用方法､レベル，

経理マン教育は，それぞれの現地法人の所属する

|工|によって異なるはずである。したがって，日本

企業がマジョリテイをもっている現地法人であっ

ても，経理担当者のレベルあるいは資質によって

親会社の管理会計システムを移転できるかどうか

は異なった状況にあると考えられる。

そこで前lnlのアンケート調査で回答を得た企業

に対して，このような会計担当者のレベルなどを

推測するための基本的な「追加質問」を実施し

た:31。なお，質問は北米，欧IllI，アジアの３地域

について行ない，それらの地域で複数の現地法人

をもっている場合には回符の対象となった国名を

記入して貰うよう依頼したが，国別の差異はあま

りでなかったので集計の段階で省略することにし

た。以下の調査結果は，回答企業数30社によるも

のである。

まず雌初の質問は「現地の会計担当者は，採用

の条件にもよると思いますが，入社時に簿記など

の基本的な会計知識をもっていますか。該当欄に

まるをつけて下さい」というものであり，つぎの

ような項目を掲げた。

北米欧米アジア

（ｲ)ほとんどもっている

（ﾛ)もっている人が多い

（ﾊ)半分ぐらいはもっている

（二>もっている人は少ない

（ﾎ)ほとんどもっていない

’・海外現地法人の会計担当者

筆者が91年に実施した日本企業の海外現地法人

の会計管理に関する実態調査によると，現地法人

の日本人マネージャーは75％であるのに対して，

経理責任者が日本人であるのは52％であった'１１゜

これまで一般にいわれてきたことは，，]本企業は

現地法人のマネージャー（肢高ｉｆ任者）に現地人

を登用しても，経理責任者は日本人が占めるケー

スが多いということである。

もちろん，このような質問内容はつぎの項目で

ある採用する会計担当者の学歴にも関連するし，

また現地法人がどの程度のクラスの人間を採用し
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ようとしているかによっても異なると思われる。

アンケートの回篠者がこれらの質問内容に精通し

ていることが前提になるが，結果はつぎのように

なっている。

表(1)会計担当者の基礎知識

この結果からわかるように，日本企業の現地法

人の会計担当者の学歴は高卒と大卒がほぼ半分ず

つとなっている。しかも，これは地域による差異

はあまりない－欧州はいくぶん高卒が多いが

…。しかし，ここで注意しなければならないこと

は，北米および欧州でも大学院卒は採用していな

いということである。われわれのもっている一般

的な先入感では，７０Oあまりのビジネス・スクー

ルをもち，年間75,000人のＭＢＡを誕生させるア

メリカでは，会計担当者にも大学院卒がかなり１１ｉ

めているのではないかと考えるからである。

たしかに，アメリカの大企業ではそれは事実で

あるが，日本企業の現地法人は，とくにアメリカ

やヨーロッパでは規模はまだ小さい。日本の親会

社はわが国を代表する大企業であっても，現地法

人が中小企業であれば，ＭＢＡの取得者が応募す

るわけはないだろうし，またそのような人財を募

集することもないであろう。

つぎに「現地の会計担当者の教育はしています

か」という質問をしたが，その結果はつぎのよう

になっている。

表(3)経理マン教育

追加アンケートの回騨企業は30社であったが，

その地域に現地法人がなかったり，あるいはあっ

ても（その内容に梢通していないためか……）回

梓していない企業があるために，このような数字

になっている。

この結果を見ると，現地法人が会計担当者とし

て採用する現地人はほとんど簿記などの基本的な

会計知識はもっていると考えてよい。(二)の「もっ

ている人は少ない」という回杵は２社であるが，

これは募集条件が会計担当者でなかったかもしれ

ない＿たとえば，一般事務職一と考えられ

る。しかし，この項目についていえば，地域ごと

の差異はほとんどない。これは日本と異なって，

職種を指定して募集するからであろう。

第２の質問は「現地法人が現地で採用する会計

担当者の学臓は（男女も含めて）どのようですか．

比率で回答して下さい」というものであるが，比

率での回答は少なかったのでここでは省略する。

学歴はつぎのように区分したが，「その他」は専

門学校卒のケースが２社あった。

北米欧州アジア

（ｲ)高校卒

（ﾛ１大学卒

（ﾊ)大学院卒

（二)その他（）

表(2)会計担当者の基礎知織

厨三二二二
これからみると，およそ4096の企業は現地人の

会計担当者の教育をなんらかの形で実施している

ことがわかる。しかし，その内容については明ら

かでない。ここではＯＪＴ以外の教育について質

問したのであるが，臨時的な社内の拙習会なども

含んでいるかもしれない。企業規模からみて，

ＯＪＴで十分に対応できるのであろう。

第４の質問は「現地法人でとくに管理会計（原

価計算および予算，業績評価など）の担当者を特

別に雇うことがありますか」というものであるが,

その結果はつぎのようになっている。

１７ 

－－＝－－ 
－■■■■■■■■■■■■ 
＝■■■￣■■■￣ 
￣ 

北米 欧ナ１１ アジア 計

イ） 2１ 2１ 1９ 6１ 

口） １ １ ４ ６ 

Ｖ １ ４ ２ ７ 

２ ２ ２ ６ 

索）

汁 2５ 2８ 2７ 8０ 

～ 北米 欧 アジア

(ｲ）している 1０ 1０ 1３ 

(ﾛ)していない 1５ 1６ 1４ 

i;↑ 2５ 2６ 2７ 

北米 欧 アジア 計

1６ 1７ 1４ 4７ 

ロ） 1５ 1１ 1３ 3９ 

('リ

'二） ２ ２ 

計 3１ 3０ 2７ 8８ 
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表(4)管理会計担当者の採用 とも多く，欧州と北米ではあまり差異はない。こ

れらの業界は比較的に労働集約型であるから，こ

の地域に安価な労働力を求めて進出したことは当

然であり，従業員数もアジアが337,000人と圧倒

的に多く，欧州の57,000人北米の94,000人を大き

く上回っている。しかし，これらの差異はこの調

査結果にはあらわれていない。

これからわかるように，経理マン（ウーマン）

の採用のさいにとくに管理会計担当者としての知

識を求めることはないようである。これはその理

由からもわかるように，企業規模が小さいために

そのような人材は必要としていない。なお，理由

をあげた企業の合計数が少ないのは，その部分だ

け回答しない会社があったからである。ただ，北

米地域の現地法人25社のうち５社が管理会計担当

者を採用しているのは，その地域にある日本の現

地法人は比較的に規模が大きいからであろう。

これらの調査内容が海外現地法人の規模（従業

員数）と設立時期に関連していると考えられるの

で，ここで簡単にそのデータを示すことにする。

表(5)地域別・設立時期別法人数

（１）佐藤康男「海外現地法人の会計符理一フィー

ルド・リサーチー」経常志林，第28巻第３号．

１８ｌｘ 

（２）回答企業のうちでも，北米，欧州およびアジ

アの三地域に現地法人を設立している企業を特に

対象とした。また，後述する本社共通YIlの配賦ＩＭＩ

題を明らかにするために，本社共通費を現地法人

に配賦していると回答した企業に対しても，その

内容についてli7Ill1した。

（３）この表はつぎの資料から作成されている。（杜）

日本電子機械工業会「’９１海外法人リスト」１９９１

年10月，なお，この溢料によれば，1991年６月末

日時点において（社）日本電子機械工業会正会員

467に対して実施したアンケート調ﾂﾞfでは，海外生

産法人840社（４１ヶ風)，榔外研究・開発法人71社

（15ヶ風)，榔外金融法人43杜（６ケ1X|)，海外地域

統括法人78社（12ヶ風）となっている。

もちろん，ここでのメーカーは民生用電子・電

気機器，産業用電子機器，電子部品・デバイスな

どの業界である。この結果から意外に思われるの

で地域統括法人数が多いことである。この実態調査ではメーカーが対象となっているの

で製造業の地域別・設立時期別の現地法人の数を

示すと表(5)のようになっている(３１。ただ，ここで

のメーカーとは民生用電子・電気機器一テレ

ビ，ＶＴＲ，ＣＤプレーヤ，電子レンジ，冷蔵庫，

エアコン，洗瀧機など－－，産業用電子機器一

電子計算機および関連機器，ファクシミリ，電話

機など－，．電子部品・デバイスー抵抗器，

蓄電気，音響部品，ＩＣ，コネクタ，スイッチー

などの製品を生産している企業である。しかし，

これらの業界は日本企業がもっとも得意とする分

野であるし，また海外進出も多い業種であるから，

製造業の一部であるにしても，その全体的な傾向

をみるには良いであろう。

この結果をみると，アジアでの現地法人がもつ

3．基本的な管理会計手法

つぎに管理会計手法の内容を把握するために

Ｑｃ活動，標準管理，原価企画の三つについて実

施状況を調査した。Ｑｃ活動は管理会計手法では

ないが，これが実施されていれば原価低減活動も

かなり組織的になされているであろうと推測でき

るからである。

「現地法人では，日本のＱｃ活動のようなもの

を行なっていますか」と質問して，つぎのような

項目で回答して貰った。

（ｲ)何じょうにしている

（ﾛ)少しレベルが低いがしている

－－－－－－－ 北米 欧 アジア

(ｲ）ある ５ ３ 1 

(ﾛ）ない

理１１１

(1)必､要ない

(2)人件llIlが高い

(3)人材がいない

０ ２ 

１１１． ５３１ 
１ 

１－１ 

2１ 

(17） 

（３） 

（１） 

2８ 

(17） 

（４） 

（３） 

ア〉ンア 欧 北米

1970年以前 4４ ８ 1２ 

70年～79年 154 1８ 4２ 

80年～89年 248 9５ 9８ 

90年～ 4６ 1５ 1８ 

計 492 136 170 
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たくなされていない場合も多いのも事実である12）。

また，たとえ原価企画と同じような内容と目的

で実施されていても，その名称がその企業の独自

のネーミングでなされていれば，原価企画とは解

釈しないひともありうる。この名称はわれわれが

考えるほどに，日本の製造業では一般的でないこ

とも事実なのである。

このアンケート調査で原価企画を実施していな

いと回答した企業のいくつかは，現地法人が生産

している製品は日本で開発・生産したものなので

原価企画を導入する必要はないと回答している。

これは当然のことであり，日本企業の海外現地法

人が原価企画を導入するような大規模な生産拠点

をもつようになるのはまだ先のことであろう。

以上みてきたように，Ｑｃ活動と標準管理は多

少程度の差があっても導入されているが，原価企

画はあまりなされていない。すでに実施している

と回杵した企業が10社近くあったが，いわゆる日

本の自動車メーカーなどのそれとは内容が異なる

と考えたほうが良いと思われる。

ただ，筆者がこのような調査で知りたいことは，

海外現地法人の原価計算の実態である。日本の親

会社と原価要素，原価配賦，原価部門などは同じ

なのであろうか。あるいは原価計算方式一た

とえば，工程別原価計算か組別原価計算か－

親会社と同一なのであろうか。しかし，これらの

内容はアンケート調査では知りえないことであり，

訪問調査によるべきであろう。

(ﾊ)していない

理由；(1)そこまでいかない

(2)やりたくてもできない

(3)その他（）

表(6)ＯＣ活動

この結果をみると，あまり地域別に差異がない

といえる。（ｲ)と(ﾛ)を合計するとＱｃ活動を実施し

ている企業は多いが，実施していない企業は北米

の現地法人のほうが少ない。やはり，これも企業

規模と関連があると思われるので，北米地域の現

地法人は他の地域のそれよりも大きいのであろう。

さて，つぎの項目は標準原価計算に関連してい

るのであるが，「現地法人では，標準と実際の比

較による原価管理を行なっていますか」という質

問に対して，つぎのような結果を得た。

表(7)標準管理

－－￣ 
－－－ 

これをみると，北米とアジアを比較した場合に

は前者のほうが標準による管理を多く実施してい

るという印象を受ける。しかし，これらの三つの

地域の差異はあまり大きいものではない。

妓後に，「現地法人に日本の原価企画のような

手法は移転できますか」という質問をした。その

結果は，「実施している」と回答した企業は北米

９社，欧州９社，アジア６社であった。そして

｢実施していない」と回答した企業は，それぞれ

順に13社，１４社，１５社であった。しかし，このア

ンケート項目では「原価企画」という概念そのも

のがいくぶん回答者には不明確であったかもしれ

ない。原価企画はまさに日本的経営手法の代表的

なものであり，日本の自動車メーカーがその主導

的な役割を果たしたと言われている(1)。しかし，

また業種によっては，そのような手法の導入がまつ

（１）自動車産業の原価企画の内容についてはつぎ

の著諜によくまとめられている。’111田安弘「自動

車企業のコスト・マネジメント」同文館（1991年）

（２）日本企業で原価企画がどれくらい導入されて

いるのか調査が鍛近になって報告されている。こ

れは東証一部上場の製造業703社を対象にしてアン

ケート調森がなされたものであるが，そのうちの

回答企業180社のうち59社（32.896）が組織的・全

社的に実施しているという結果がでている。また，

これに「組織的に実施している事業所あり」とい

う企業数33社（18.3％）を加えるとほぼ半分にな

るが，まったく実施していない企業は40％近くに

なる。とくに，食品，紙・パルプ，鉄鋼などでは

その製品の性格上あまり導入されていない。

Ｓ|上米 欧州 アジア

(ｲ） ６ ５ ８ 

(ﾛ） 1４ 1４ 1２ 

理由

（２） 

(3) 

３１１ ８３１ ７３１ 

北米 欧 アジア

(ｲ)行なっている 2３ 2１ 1９ 

(ﾛ)行なっていない ６ ７ ７ 

その他
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eｆ神戸大学緋理会計研究会「原価企画の実態調

査（１）」企業会計（1992年５月号）

以上のように，移転価格に対するアプローチは三

つに区分でき，それぞれの研究領域は異なってい

る。

しかしながら，移転価格の基本的な問題は会計

領域，とくに原価計算にあるといえる。たとえば，

日本の親会社が海外の現地法人の製品，半製品あ

るいは部品を供給するとき，どのような移転価格

を設定するかの基準は，原価基準であれ，原価プ

ラス基準であれ，原価計算をベースにしているの

である。もうひとつの設定基準である市価基準の

場合はいくぶん内容を異にしているが……。

それでは「移転価格税制」はすべて原価計算を

ベースにして設定されているのであろうか。それ

に対する回答はノーである。そのもっとも大きな

利用は，それぞれの国およびそれぞれの企業で採

用きれている原価計算システムの多様性にある。

つまり，ある製品の製造原価が1,000円であると

いっても，採用されている原価計算の方法によっ

てその内容は異なるのである。

したがって，今日の移転価格税制では原価にも

とづくよりも，市価基準をベースにしているとい

える。前稿で述べたアームスレングス・プライス

(独立企業間価格）の算定方法は三つあるが，独

立価格比準法（ＣＵＰ法)，再販売価格法（ＲＰ

法）および原価価格算法（ＣＰ法）の優先順位を

みてもそれは明らかであろう。

３．最近の「移転価格税制」をめぐる諸問題

移転価格は国内移転価格と国際移転価格の二つ

に区分される。前者は同一企業の部門間あるいは

事業部間，また本社と事業部との間で行なわれる

内部取引に用いられるものである。さらに，同じ

国内の親会社と子会社との間で用いられる取引価

格も国内移転価格である。

同一企業間の取引は，最終的に内部振替利益は

控除されるので問題はなく，あくまでも管理会計

的に論議の対象となるだけである。同じ国内の親

会社と子会社間で使用される振替価格は，その設

定基準によってはそれぞれの法人の利益に影響を

与え，結果としてそれらの法人の納税額にもイン

パクトを及ぼすことになるが，おなじ国内で，し

かも日本政府に納付するのであるから税務的な問

題は発生しない。

しかし，後者の国際移転価格は日本の親会社と

海外現地法人との間で使用されるものであるが，

２国間にわたる取引であるがゆえにさまざまな問

題が生じることになる。

さて，このような「移転価格」に関する研究ア

プローチは現在のところつぎの三つがある。第１

は法律的なアプローチである。これは国内税法お

よび国際税法の領域であり，租税の公平という観

点から論議するのが目的である。とくに，国際移

転価格が対象となるが，わが国における移転価格

税制と諸外国のそれの両方がとりあげられる。そ

れは日本の多国籍企業と在日外資系企業の両方が

対象となるからである。

移転価格に関するもうひとつのアプローチは会

計的アプローチであるが，これは税務会計と管理

会計の二つに区分される。前者はいうまでもなく

移転価格税制にもとづく会計処理の問題を扱い，

後者はすでに別稿一「海外現地法人の管理会

計一業繍評価と移転価格一」経営志林，第

28巻第４号（1992年１月）－で述べたように

管理会計の視点からするアプローチであり，移転

価格の設定プロセスと設定方法の問題を，主とし

て原価計算の観点からとりあげるのが特徴である。

本社共通費の配賦

海外現地法人の会計管理についての実態調査で

は，日本企業は米国や欧州企業に比較して本社共

通費を海外現地法人に配賦していないという結果

が示された''１。ここでいう本社共通饗とは研究お

よび開発費，本社管理饗，データ・プロセシング

lMi，販売促進費およびその他の費用である。

これらの本社共通費の海外現地法人への配賦状

況を欧米企業と比較したものがつぎの表である。

これは別稿で示されているものであるが，再び掲

げることにする。
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の－種として回収する。

･地域本部がその地区の現地法人から回収し，

再投資に向ける。

欧米企業との比較 ％） 

！
 

地域本部が現地法人から回収しても，日本の親

会社が回収しないは，回収方法一送金の名目一

に問題が生じるからであり，また日本で再び課税

されるからであろう。それにしても，移転価格に

含めている企業がないというのはどうしてであろ

うか。これはつぎのような理由が考えられる。

すでに述べた移転価格の設定基準である原価基

準とか，原価プラス基準は，もともと事業部制の

もとでの振替価格の決定に使用されるものである。

ここでいう「原価」とは製造原価であI)，販売費

および一般管理Yfは含まれていない。事業部制の

もとでは，本社共通費は一定の比率でそれぞれの

事業部が負担することになるが，それらの濫用は

振替価格に加算されるわけではなく，事業部利益

から控除される形式がとられる。同一企業である

から，資金の移動とは関係なしに計算報告諜で示

されれば十分なのである。

しかし，海外現地法人の場合，たとえ100％出

資であったとしても別会社であり，しかも外国で

営業しているのであるから国内事業部とは異なっ

ている。もし，親会社がこれらの本社共通YYを直

接に回収しようとすれば，移転価格に含めるか，

あるいは上記のようにロイヤルティーに算入する

しかない。しかし，本社共通YIiをロイヤルティー

で回収することは部分的にはilJ能であっても，本

来の目的とはかけ離れている。

したがって，本社共通説を回収するもっともオー

ソドックスな方法は移転価格に含めることである。

それゆえに，製造原価に本社共通費を含めた総原

価を基準とする国際移転価格の設定基準が今後の

検討課題として残されている。

配賦しなし(])＝配賦する

この表からも明らかなように，日本企業がこれ

らの共通YYを海外現地法人に配賦している比率は

非常に少ない。したがって，日本の親会社はこれ

らのTII用を自己負担しているので，その分だけ利

益が少なくなっており，結果として日本政府への

税の納付は少なくなっている。これはまさに移転

価格によって生じる２国間の税収入の公平に関す

る問題である。

日本の親会社は現地法人を管理しており，さま

ざまな形態で現地法人を援助しているのであるか

ら，これらの共通Y｛を国内事業部と同じように一

定の比率で負担を要求することは当然であると思

われる。

それでは，日本企業はなぜこれらの本社共通Yf

を配賦しないのであろうか。この調査結果から判

断すると，つぎの二つのことが考えられる。第１

は，このようなアンケート調査に対して企業はナー

バスになっているので，実際には配賦していても

そのように回答しにくいという状況があるかもし

れない，ということである。第２は，これらのＹＹ

用を配賦したいと思っても，現地政府との関連で，

あるいは将来，起こりうる問題を回避して配Ⅱitし

ていないということも考えられる'2)。

しかし，これらの共通費を配賦するとしても，

どのような方法で行なうかはむずかしい問題であ

る。たとえ100％出資であったとしても，海外現

地法人は別会社であり，同じ企業内の事業部とは

異なるのである。そこで，アンケート調査で「配

賦している」と回篇した企業に対してその方法を

再度質問した－回答企業数は少なかったが－

結果はつぎのようになっている。

・ロイヤルティーの設定にさいして，本社Yiiも

考慮する。

・研究開発費を両者で協議して，ロイヤルティー

米国ＩＲＳの内国歳入法第482条の規則案

1992年１月24日に米国ＩＲＳは，移転価格税制

に関する現行規定を改正する規則案を公表し，わ

が国においてもその公聴会が開催きれた'３１。

今回の規則案は無形資産の譲渡に関するものが

大幅な改正内容になっているが，有形資産や費用

分担（コスト・シアリング）契約についても言及

共通Ｙｉｉ
日本

(１） (２） 

米国

(1) 

欧

(1) ？】

研究および開発{？ 1５ 8５ 4５ 4２ 4２ 6３ 

本社椅理！？ 1０ 9０ 5２ 3９ 4２ 5８ 

データ・プロセシングYＹ ７ 9３ 3３ 5４ 2５ 6３ 

輪 】玉 ！？ 3３ 4７ 2５ 5８ 

販売促進！！ 2０ 8０ 1９ 5９ 2５ 6３ 
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されている。しかしながら，本稿の主題は税務会

計ではなくて原価計算および管理会計であるから，

これらの内容を詳細に説明し，検討することはし

ない。ここでは今回のプロポーザルのなかでもっ

とも基本的な概念で，かつ会計の領域からみても

重要なものでる「比較対象利益幅（Comparable

Profitlnterval；ＣＰＩ）」をI''心として述べる

ことにしよう。

今回の規則案のひとつの骨子は，これまでの法

律の対象は主として有形資産にあったので無形資

産の移転価格をとりあげたことであると公聴会で

述べられたが，その内容は1988年に財務省と

ＩＲＳによって公表されたホワイト・ペーパーが

ベースとなっている。

規則案では無形資産の移転価格の算定方法につ

いては，(1)マッチング取引比準法（Matching

TransactionMethod）(2)調整可能取引比準法

(ComparableAdjustableTransactionMethod） 

(3)比較対象利益比準法（ComparableProfitMet‐

hod）の三つがあげられている。(3)の内容はＣＰ

Ｉであるが，(2)の方法で設定しても(3)に適合しな

ければ採用することはできない。また，（１）と(2)の

方法を適用できない場合にも(3)のＣＰＩが使用さ

れることになる。

有形資産の販売に対する独立企業間価格の算定

は，すでにのべたＣＵＰ法，ＲＰ法およびＣＰ法，

さらにその他の方法の四つが適用されるが，今回

の規則案ではＲＰ法とＣＰ法の優先順位はなくなっ

ている。そして，さらに独立価格比準法（ＣＵＰ）

以外の方法を採用する場合には，やはりすでに掲

げたＣＰＩに適合していなければならない。これ

からもわかるように，今回の規則案のもっとも重

要な概念はＣＰＩなのである。

それでは，今回の規則案でＣＰＩというこれま

でにない新しい概念を導入した理由はどこにある

のだろうか。それは現行の移転価格税制のベース

になっているアームスレングス（独立企業間）価

格の算定が困難だからである（４）。つまり，これま

での規定では移転価格税制の観点から対象となっ

た製品あるいは半製品などの適（公）正価格を求

めるさいには，いわゆるすでに述べたアームスレ

ングス価格の算定方法によって､ひとつの価格”

が決定される。しかしながら，（そのようなひと

つの価格を決定することは困難なので）対象となっ

た製品あるいは半製品の移転価格が適正であるか

どうかの判定は，ある点（価格）よりも一定の範

囲（range）に入っているかどうかでするのが容

易であるし，また議論も少なくなるというのが今

回の公聴会でのＩＲＳおよび財務省の説明である。

ここで問題となるのは､ひとつの価格を算定す

るよりも，その適合範囲に入っているかどう

か"で判定するという内容である。この場合の

蝿範囲（range)”とは価格ではなくて利益なの

である。つまり，対象となっている製品あるいは

半製品の移転価格が適正であるかどうかを判定す

るとき，価格そのものではなく，それによって得

た利益水準によって行なおうとするのである。

アームスレングス価格を算定するさいもっとも

優先順位の高いのは独立価格比準法（ＣＵＰ）で

あるが，それは売手と買手が同一の関連納税者グ

ループのメンバーでない熟非関連販売（uncon‐

trollessales)”で用いられる価格のことである。

これをもう少し具体的に示すならばつぎのように

なる。

非関連販売とはつぎのようなものである｡「(a）

関連納税者グループのメンバーによる非関連納税

者への販売化)非関連納税者による関連納税者グ

ループのメンバーへの販売に)販売の当事者が関

連納税者グループのメンバーでなく，かつ，お互

いに関連がない場合の販売。しかしながら，非関

連販売であっても，非現実的な価格による販売は

含まない。例えば，（関連納税者グループの）－

メンバーが，独立企業間価格と異なる価格で行っ

た大量の関連販売を正当化するために，少量の非

関連販売を行う場合である｣(5)。

問題はこのような規定からアームスレングス・

プライスとみなされる。ひとつの価格"が算定で

きるかどうかである。私見ではあるが，非関連納

税者の意見内容およびデータの多様性をどのよう

に解釈するかによって，この規定に適合する価格

はさまざまな数値をとりうる。すなわち，当該企

業からみたアームスレングス価格もあるだろうし，

政Ｉ付当局からみた価格もありうるし，さまざまな

販売状況のなかで用いられた多数の価格から，ど

れを選択するかによって判断は異なるからである。

今回の財務省の規則案は，現行規定に含まれる
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則案では見直し対象課税年度とその前後となっ

ているが，これは恋意的に決定できる。

（３）本来，利益及び原価は個々の企業によっ

て異なるのが当然なのに，同業という観点で

のみから比較される論理的な矛盾がある。

（４）ある製品，あるいは半製品の移転価格を

問題とするさい，多くの製品の複合利益であ

る企業全体の利益率を対象にするという論理

的な矛盾がある。

（５）比較対象企業の利益率から，調査対象の

製品あるいは製品グループの利益率の妥当性

へと問題が拡大し，それは妓終的に原価計算

の問題へと発展する可能性が大きい。

（６）この規則案はＣＰＩという概念ひとつとっ

ても解釈の多様性という問題を残しており，

現在の移転価格税制よ')もさらに細かく規制

されることになり，日米半導体協定の国際版

になる可能性をもっている。

このような困難を認めたかたちで，いわゆるＣＰ

Ｉの概念を導入したと思われる。これは規則案で

はつぎのように規定されている。

「比較対象利益幅は，検証対象者の利益性の客

観的測定基準（利益水準指標）が，類似の機能を

果たす様々な非関連納税者の客観的測定基準と同

様であったとした場合に町検討対象者が稼得した

であろう様々な利益の額から構成される。特に，

非関連納税者の財務データから得られる利益水準

指標は，検証対象者の営業利益の再計算に適用さ

れる。再計算された金額は，本条では「みなし営

業利益」という｣(6)

そして，このようなＣＰＩによるアームスレン

グス・プライスを決定する順序として，つぎのよ

うな六つのステップを掲げている(7)。

ステップ（１）；検証される関連取引の当事

者の選定

ステップ（２）；検証対象者の適用対象産業

分類の決定

ステップ（３）；「みなし営業利益」の計算

ステップ（４）；比較対象利益幅の決定

ステップ（５）；必要な場合には，比較対象

利益幅の内の妓適ポイント

を決定

ステップ（６）；関連取引に係る移転価格の

決定

これらの問題点のうちでも，(3)と(4)がもっとも

基本的なものである．移転価格が適正であるかど

うかの判断は，本来，その製品を生産するために

要した原価に適正な利益をプラスしたものにもと

づいているかどうかによってなされる。それは日

米半導体協定の内容から明らかであろう(８１゜

しかし，ある製品の生産コストは，その企業の

もつ生産設備および生産方法，賃金水準，原材料

の価格水準などによって異なるはずである。それ

ゆえに，まったく同じ製品一現実にはありえ

ないことであるが－を生産していても，それ

ぞれの企業によって生産コストが同じであること

はない。したがって，加算される利益が同じであっ

ても，適正な原価計算にもとづいた゛公正な移転

価格”は，企業によって異なると考えるのが論理

的に正しい。

しかし，この規則案では同じような製品を生産

している企業の利益（率）と比較して，検証対象

者の移転価格の妥当性を判定しようとしている。

つまり，前述した企業間のコストの差異は認

めないわけである。もちろん，この規則案では

range〃で示されているので，ある程度の差異
収

は認めているようにみえるが，それはつぎに述べ

るように企業全体としての利益幅である。

それぞれのステップの内容についても示されて

いるが，ここでは本稿の主題との関連で省略する。

現行規定におけるアームスレングス価格の算定の

難点を減少させるために，このようなＣＰＩの概

念を導入したのであるが，これによって適切な移

転価格の決定は可能となるだろうか。私見によれ

ば，この規則案は現行規定よりもさらに解釈の多

様性を拡大するばかりか，いくつかの論理的矛盾

を内在している。以下は，会計的観点からみたＣ

ＰＩによるアームスレングス価格の決定に対する

問題点である。

（１）ＣＰＩを求めるためのデータは，どの国

の，どの企業を対象とするのか，によってそ

の内容は大きく異なる。

（２）調査対象期間は３年となっているが，ど

の時点を基準としているかが不明である。規
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この規則案ではある製品の移転価格が問題とさ

れているのに，その企業の全体利益を判断の対象

としている。企業は一般に多品種生産であるから，

それから得られる利益はそれらの製品の複合利益

である。したがって，移転価格の検証対象製品と

は関係のない複合利益を通じて，その妥当性を判

定するという論理的な矛盾をはらんでいる。

このように，ＩＲＳの規則案のベースとなって

いるＣＰＩはさまざまな問題をもっているが，こ

のような法律の立案能力をもっているという点で

は，米国のＩＲＳおよび財務省のスタッフ以外に

はないであろう。ＯＥＣＤに加盟する先進国はそ

れぞれの移転価格税制をもっているが，それらは

米国のそれにもとづいている。また，このような

多国籍企業の移転価格に関する規制は，国際会計

基準，国際連合，ＯＥＣＤなどによってもなされ

ているが，それらも多国籍企業の先進国であるア

メリカの法律がベースになっている。

しかし，ＩＲＳのメンバーが日本に来て公聴会

まで開きそれについての意見を求めるのに対して，

日本の国税庁は独自の法案をこれまでに示したこ

とはない。たしかに，わが国でも1986年に移転価

格税制を導入したが，やはりアメリカのそれに依

存している。もし，アメリカ政府が1993年１月１

日からこれを施行した場合，日本政府も近い将来

これに追随して現行の税制を変更することになる

のであろうかｃそのような状態では，いつまでたっ

ても日本独自の税制にもとづいた法律をもつこと

はできないであろう。

周知のように，日本の半導体・ビデオカメラの

メーカーは，移転価格の問題でＩＲＳの調査を受

けている。そのために膨大な訴訟費用の負担を余

儀なくされ，政府間交渉に依存せざるを得なくなっ

ている。トヨタ，日産も過去に政府間交渉によっ

て解決しているが，今後も米国に現地法人をもつ

企業はＩＲＳの調査を受けるケースが増えると思

われるｃ

その逆のケース，つまり，在日米国企業が日本

の国税庁から移転価格の問題で調査を受けたとい

うことはあまり聞かない。新聞報道されたのでは，

アメリカの損害保険会社ＡＩＵの日本支社が，そ

の対象になっている唯一の例である。しかし，化

学，医薬品などの業種で在日外資系企業はかなり

多い１，１．このような在日の外資系企業は移転価格

の調査はなされているのであろうか。たしかに，

アメリカ以外の国から日本企業がこの問題で調査

されたことはないので，あえてアメリカ以外の国，

とくに欧州の企業に対してはそのような行動をと

る必要がないのは理解できるが……。

（１）Ｃｆ・佐藤康男「海外現地法人の管理会計」経

営志林’第28巻第４号（1992年１月)，73-74頁。

（２）現在のところ，この本社共通費の配賦問題を

めぐる現地政府との税務上のトラブルは少ないよ

うであるが，今後この'１１１題はかなり大きなものに

なることが予想される。とくに研究開発費の扱い

が焦点になろう。Ｃｆ．（財）日本生産教育協会「移

転価格税制に関する調在研究報告書」1987年，１５

頁。

（３）兼稀の知る限りでは来京地区の公聴会は，３

月２日に経団連が主催したものが午前11iに行なわ

れて，午後は（杜）日本租税研究協会の主催で行

なわれた。この公聴会はすでに公表された規則案

の説明をＩＲＳの担当官が行ない，それに対して

日本企業の出勝者からの蘭間を受けるという形式

でなされた。

この規則案は来年１月１日よ}〕施行されるので，

今年５月末までに異議があれば提出せよ，という

ことになっている。この規則案の内容は３月に

（社）日本租税研究協会から「米国内腫1歳入法第

482条（移転価格）に関する財務省規則案」として

翻訳出版されている。本稿の内容は，誰者がその

公聴会で得た|W報も含んでいる。

（４）アームスレングス価格の坤定が困難であると

いう認識は今回の公聴会で明らかにされたが，そ

れはとI)もなおきず現行の税制がそのような範定

困難な価格をベースにしているという矛盾を示し

ている。また，公聴会ではなるべく論争となる点

を少なくするためにＣＰＩを導入したと説明され

ているが，他方ではアームスレングス価格はさま

ざまなケースーひとつの企業だけを対象としな

いで－についてみなければならないとしており，

ここでもやはり論理的な矛盾がみられるのである。

（５）「米国内国歳入法第482条（移転価格）に関す

る財務右規則案」日本租税研究協会（1992年３月)．

103頁。
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業者，会計専門学校の数，商経の大学卒業者一

簿記の知識があるのは30％程度か－から考え

ても，レベルはかなり高いといえるだろう。

もちろん，日本企業の採用方法と比較すると，

職種を経理と指定して募集する場合が多いことも

一因であろう。日本では高校卒はもちろん，大学

卒の場合にも人文系は職種を指定して採用するこ

とはまれであるから，就職のために簿記を修得す

ることはあまり一般的な傾向とはな})にくい面が

ある。日本の簿記会計専門学校の隆艦は，むしろ

今日では税理士や公認会計士のような資格受験者

の予備校の性格が強いのである。

筆者が実態調査の内容を示した前稿からも明ら

かなように，日本企業の経理マン教育は依然とし

てＯＪＴが主流であり，自社で独自の教育プログ

ラムをもっているのは大企業であり，製造業に限

定すれば４分の1程度である。しかしながら，外

部識Niliに委託したり，指定した人間を外部の教育

機関に通わせたりする企業も増えており，ＯＪＴ

とそれらを併用しているケースも多くなっている。

海外現地法人の会計担当者の教育は，国内のそ

れとは異なったいろいろな困難がある。言葉の問

題はいうまでもないことであるが，雇用契約に関

する慣習なども社会教育の障害になるかもしれな

い。日本の国内企業のようにＯＪＴ，社内プログ

ラムあるいは外部機関による教育などを組み合わ

せて経理マンのステップ・アップを計っていくと

いうスタイルが受け入れられない場合もあると思

われる。

ただ，管理会計の領域に限定すれば，100％出

資の現地法人であれば，どの国にあっても日本の

親会社のシステムを導入できるのであるから，そ

の教育はＯＪＴあるいは日本から派inした経理マ

ンによるものに依存しなければならない。しかし，

現在のところすでに述べたように，日本企業の海

外現地法人は管理会計の専門的なスタッフが必要

とされるほど規模が大きくない。したがって，現

地から報告される基礎的なデータによって，日本

の親会社が現地の担当者に変わって管理用のデー

タを作成しているケースも多いようである。

現地法人における管理会計の基本的な手法の現

状についての調査も不十分であるが，アンケート

調査ではこれ以上のことは不可能であろう。これ

（６）＿上掲11卜，11411〔

（７）上}聯Iﾄﾞ，115頁

（８）日米半導体協定は，主として日本企業のダン

ピングを防止することが目的であったが，蝋公正で

適切な価格〃の指標を求めた点では移転価格の場

合と同じである。そこでは，それぞれの企業のＤ

ＲＡＭの生産コストに８％の利益を力Ⅱ燃したもの

が公j[市勝価格の下限とされている。つまり，こ

の場合はダンピングの防止が目的であるから下限

価格が般定されているが，移転価格税制の観点か

らすれば逆に上限価格が問題となる。

（９）たとえば，東洋経済新報社の「外賓系企業総

覧」の1990年版によれば，資本金5,000万１１以上で

かつ外濟の比率が49％以上の企業に，外賓比率２０

％以上の株式公開企業や大企業を含めた日本にあ

る外盗系の企業数はおよそ3,000社ある。それ以下

の規模の企業も含めれば，4,700社近くになる。

むすびにかえて

本稿は筆者が昨年実施した日本企業の海外現地

法人の管理会計に関するアンケート調査の補足内

容と移転価格税制の岐近の動向について述べたも

のである。

前者の問題はあまり項目は多くなかったが，現

地法人の管理会計担当者の雇用状況と現地の経理

マン（ウーマン）のレベル・教育状況を知ること

が主な目的であった。しかし，この調査結果から

は当初期待したものを得ることはできなかった。

まず，アンケート項目には三つの地域一北

米，欧州，アジアーのそれぞれの現地法人の

ひとつを対象として選択して貰い，その国名の記

入を依頼した。それは国による特徴が得られると

思ったからであった。しかし，それを満たすよう

な記入が少なかったためにその目的は達成されな

かった。第２の問題点は，その地域の会計担当者

のレベルは，その現地法人の規模や雇用条件によっ

て異なることになるので，このようなアンケート

調査の結果にもとづいて一般化することはできな

いということである。

しかし，表(1)の会計担当者の基礎知識の状況を

みても，基本的な簿記の知識をもっていると回答

した企業はかなり多い。わが国での商業高校の卒
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もやはり同じことがいえると思うがⅢ現地法人の

規模や成熟度と関連している。親会社は日本を代

表する大企業であっても，その海外現地法人は中

小企業の域を出ていないというケースが多く，そ

のような場合には日本ですら管理会計は実践され

ていないのが現状であるから，現地の状況も理解

できる。

最後に述べた移転価格税制の最近のトピックス

である「米内国歳入法482条の新規則案」は，今

後の日本企業に多大な影響をおよぼすものとして

注目される。しかし，米国ＩＲＳによって提唱さ

れた今回の新規則案は，まだわが国の企業に浸透

しているとはいえず，一種のとまどいを与えてい

るようにみえる。

このような新規則案が公表された背景には巨額

な財政赤字に悩む米国政府が日本企業を標的にし

て，税収をあげるために移転価格税制の改正を着々

と進めてきたことを忘れてはならない。「税収を

増加させるというＩＲＳの至上目的を達成するた

めに，ＩＲＳの移転価格を調査するエコノミスト

や，国際調査官の人員を増加させた。７７年から９０

年にかけて国際調査官の数を150人から490人へと

３倍以上に増やした。また，専属エコノミストを

媛近，７５人へと大幅に拡充した。これらの数字か

ら，ＩＲＳが移転価格調査をいかに本格的に行お

うとしているかがうかがえよう」－ジョージ゛

カールソン，大河原健「経済教室」日本経済新

聞1992年４月９日付―

この新規則案の妓大の眼目は，本稿で述べた

｢ＣＰＩ（比較対象利益幅)」という概念である。

これをベースにして移転価格の妥当性を判断する

というＩＲＳの方針は，本論で述べたようにさま

ざまな問題点を含んでいる。そして，この比較対

象利益幅という概念は，本稿で対象とした有形資

産だけでなく特許権，ロイヤルティー，商標権な

どの無形資産の移転価格にも適用されることにな

る。

このような無形資産への適用は，日本企業にとっ

て将来，有利に展開するかもしれないという予測

もある。それはアメリカにおける日本企業の特許

出願数が増大していることや，特許権からの収入

が支払を上回る比率で伸びているという事実が上

げられている。そして，最近の日米企業の特許権

をめぐる裁判でも明らかなように，その賠償額は

うなぎのぼりに上昇している。しかし，このよう

なことからＣＰＩの無形資産への適用は日本企業

に有利であると判定することはできない。それは，

なによりも陪審制度というアメリカの裁判システ

ムと，法律の解釈の多様'性である。

本稿でも指摘したように，このＣＰＩの概念に

よって移転価格の妥当性を判定された場合，ほと

んどの日本企業は不利になる。それは同業の日米

企業の利益率を比較した場合，アメリカ企業のそ

れが高いからである。

この新規則案がこれまでの移転価格税制よりも

移転価格の妥当性を検証するのに明確になったと

いうつぎのような指摘もある。「米国では，内国

歳入法第482条の下に定められている現行の移転

価格規則は，不透明な部分が多いとの指摘が多かっ

た。その指摘を受け，独立企業間価格の原則を適

用する上で十分な法的根拠を確保するため，今回

の移転価格規則の修正案発表に至った。この修正

案が現行規則に比べ大きく異なっているのは，有

形資産，無形資産それぞれの移転価格に関する規

則が厳格になった点である」－前掲の日本経

済新聞1992年４月９日付一

しかし，今回の新規則案は当然のことであるが，

すべてアメリカ政府に有利となっており，その内

容の解釈はどのようにでもできるようになってい

る。たとえば，比較対象利益幅の決定に含める企

業の選定は，すべて裁判を行なう米国にある。そ

こに，米国企業だけを含めるのか。欧州企業も含

めるのか，あるいは日本企業をどうするのか，と

いう明確な規定はどこにもない。しかし，比較対

象利益幅を決定するさい，どの企業を計算対象に

含めるかはきわめて重用なのである。

また，この新規則案は経営分析の手法にも関連

している。企業の経営分析についてオーソライズ

されたもの－たとえば政府機関が発行したも

の－が必要になるであろうし，そのさい国別

の統計方法の差異なども新たな問題として登場し

てくるかもしれない。

このような米国ＩＲＳの新規則案に対して各国

はどのように対応してくるであろうか。多国籍企

業を多く保有する国は，アメリカを除けば欧州と

日本である。しかし，来年１月から適用されるこ
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の新規則案の影響をまともに受けるのは日本企業

である。「日系企業を標的にしたものではない」

というアメリカ政府のたび亜なる発言にもかかわ

らず，租税裁判所で現在，係争中の対象企業を考

えれば，日系企業が最大の眼目であることは間違

いない。

もちろん，日本にも外資系企業は多く，とくに

医薬品や化学メーカーは外|劃企業の競争力は強い。

これらの企業にも当然に移転価格税ili''は適用され

ることになる。それでは，日本の大蔵省はこれら

の外資系企業に対して，独自の法案を提Ⅱ間できる

のであろうか。それとも，今１回|のようなアメリカ

ＩＲＳの新規則案の日本版を立法化するのであろ

うか。

もし，今回もアメリカに追随することになれば；

日本政府の立案能力のなきをますます明らかにす

ることになるし，今後のアメリカでの裁判でも日

本企業は苦境に立たされることになるのは目に見

えている。

それでは，日本政府はどのような立場に立つべ

きであろうか。それは本稿でも述べたように「真

実の原価」を前面に出した移転価格税制を主張す

ることである。移蛎価格が妥当であるかどうかの

判断は，公正な原価計算に求める以外にないこと

をあらゆる国際舞台で主張すべきである。そして，

公正な原価計算の方式．内容は，いわゆる'垂I際的

な業種別統一原価計算の形で議論されるべきであ

ろう。このようにすれば，現在のような時間とYH

用をともなう訴訟は減少するであろう。
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